
富 谷 市 空き家所有者等 登録事業者

富谷市内の宅地建物取引業者の皆様へ

富谷市空き家利活用促進事業のご案内
登録事業者を募集しています！！

富谷市と（公社）宮城県宅地建物取引業協会及び（公社）全日本不動産協会宮城県
本部が、富谷市内の空き家の有効活用を図るため、協定を締結しました。

本制度の事業者として登録していただくと、市内で利活用を希望する所有者の方か
ら御依頼があった際に、登録事業者の皆様に輪番制で空き家をご紹介いたします。

※本事業は空家バンクではなく、国土交通省が定めている「所有者情報の外部提供に関する

ガイドライン」に基づき行う事業です。

登録申込

登録事業者は、加盟する
協会を通じて市に登録申
込書を提出

登録完了通知送付

登録事業者の紹介を希望
する所有者は、同意書を
市に提出

所有者の情報を提供

市は、登録事業者
名簿の登録順に、
輪番で事業者に
情報提供

情報提供を受けた事業
者は、物件情報や現地
調査により、取扱えるか
どうかを確認

取り扱える物件の場合、所有者の方に直接連
絡をとり、相談や交渉を行い、契約をする

交渉・契約

売却・賃貸

解 体

リフォーム

相 談

■お問合せ 富谷市生活環境課
電話 022-358-0515
ＦＡＸ 022-358-3189
Eメール seikatsu@tomiya-city.miyagi.jp


